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○
国
土
交
通
省
告
示
第
九
百
六
十
四
号

都
市
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
令
第
六
十
六
号
）
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の

告
示
を
制
定
す
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
九
日

国
土
交
通
大
臣

石
井

啓
一

都
市
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
施
設
及
び
基
準

都
市
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
令
第
六
十
六
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一

条
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
施
設
及
び
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

第
一

規
則
第
一
条
の
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
と
す
る
。

一

教
育
施
設
又
は
福
祉
施
設

二

ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
、
研
究
機
関
等
が
交
流
又
は
連
携
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
け
ら
れ
る
共
有
ス
ペ
ー
ス
又

は
オ
フ
ィ
ス

第
二

規
則
第
一
条
の
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
は
、
そ
の
施
設
の
延
べ
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
、
か

つ
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施
設
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
要
件
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

一

国
際
会
議
場
施
設

外
国
語
に
よ
る
会
議
、
討
論
会
、
講
習
会
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
集
会
の
開
催
に
対
応

が
可
能
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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二

医
療
施
設

外
国
語
に
よ
る
医
療
の
提
供
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

第
一
第
一
号
に
掲
げ
る
施
設

児
童
等
を
対
象
と
し
て
外
国
語
に
よ
る
教
育
又
は
保
育
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ

と
。

四

第
一
第
二
号
に
掲
げ
る
施
設

賃
料
が
低
廉
で
あ
る
こ
と
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
都
市
再
生
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
九
月
一
日
）
か

ら
施
行
す
る
。


